
広　告

お
知
ら
せ
　 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
交
付
（
予
約
制
）

日　
７
月
12
日
㈰
８
時
30
分
～

12
時
（
11
時
30
分
最
終
受
付
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す

る
業
務
以
外
は
行
い
ま
せ
ん

※
日
程
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

場　
住
民
課

持　
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）、

本
人
確
認
書
類
、
通
知
カ
ー
ド

申
・
問　
７
月
10
日
㈮
ま
で
に
、

住
民
課 

 

２
１
１
５
へ

上
下
水
道
料
金
の
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
継
続
払
い
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
な
ど

を
事
前
に
登
録
す
る
こ
と
で
利
用

で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
上
下
水
道
課 

 

７
２
１

－

５
５
５
５

新
し
い
国
民
健
康
保
険
資
格

確
認
書
・
資
格
情
報

（
８
月
以
降
分
）

　
7
月
中
に
伊
奈
町
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
へ
送
付
し

ま
す
。
有
効
期
限
が
切
れ
た
も
の

は
、
細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
、
ご

自
身
で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
医
療
課 

 

２
１
７
２
・
２
１
７
3

令
和
８
年
度
分

国
民
健
康
保
険
税

　
令
和
８
年
度
分
の
国
民
健
康
保

険
税
納
税
通
知
書
を
、
７
月
中
旬

ま
で
に
世
帯
主
へ
送
付
し
ま
す
。

対
象
◀

⃝
�

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
天
引
き
） 

保
険
税
額
決
定
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。

⃝

普
通
徴
収

　

�

納
税
通
知
書
ま
た
は
口
座
振
替

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

⃝

年
度
途
中
に
資
格
取
得
し
た
方

　

�

６
月
以
降
に
転
入
ま
た
は
社
会

保
険
か
ら
脱
退
な
ど
で
資
格
を

取
得
さ
れ
た
方
に
は
、
７
月
以

降
に
順
次
納
税
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。

⃝

５
月
以
降
に
資
格
喪
失
し
た
方

　

�

転
出
や
社
会
保
険
へ
加
入
な
ど

で
資
格
喪
失
し
た
月
の
前
月
分

ま
で
の
保
険
税
が
賦
課
さ
れ
ま

す
。

※
転
出
や
社
会
保
険
な
ど
に
加
入

さ
れ
た
方
は
、
必
ず
保
険
医
療
課

に
国
保
の
資
格
喪
失
を
届
け
出
て

く
だ
さ
い

問　
保
険
医
療
課 

 

２
１
７
3

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

（
自
営
業
・
農
家
な
ど
）
で
、
経

済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険

料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付

猶
予
制
度
（
50
歳
未
満
の
方
）」

が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
８
年
度
の
受
け
付
け
は
７

月
１
日
か
ら
開
始
し
、
令
和
８
年

７
月
分
か
ら
令
和
９
年
６
月
分
ま

で
を
対
象
と
し
て
、
前
年
の
所
得

に
基
づ
き
審
査
し
ま
す
。

　
免
除
可
能
な
期
間
は
、
申
請
書

を
提
出
し
た
日
か
ら
２
年
１
カ
月

前
ま
で
で
す
。

　
失
業
や
災
害
な
ど
に
よ
っ
て
制

度
を
受
け
る
場
合
は
、
特
例
が
あ

り
ま
す
。
失
業
の
場
合
は
雇
用
保

険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
、
災
害

の
場
合
は
罹
災
証
明
書
な
ど
が
必

要
で
す
。

申
・
問　
保
険
医
療
課 

 

２
１
７
3

令
和
８
年
度
分

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
の
方
に
は
、
令
和
８
年
度
分

の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
な
ど
を

７
月
中
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

対
象
◀

⃝

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
天
引
き
）

　

�

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。

⃝

普
通
徴
収

　

�

納
付
通
知
書
ま
た
は
口
座
振
替

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

⃝

年
度
途
中
に
資
格
取
得
し
た
方

　

�

６
月
以
降
に
転
入
ま
た
は
75
歳

到
達
な
ど
で
資
格
を
取
得
さ
れ

た
方
に
は
、
７
月
以
降
に
順
次

納
付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

⃝

５
月
以
降
に
資
格
喪
失
し
た
方

　

�

転
出
や
死
亡
な
ど
で
資
格
喪
失

し
た
月
の
前
月
分
ま
で
の
保
険

料
が
賦
課
さ
れ
ま
す
。

問　
保
険
医
療
課 

 

２
１
７
５

ご
利
用
く
だ
さ
い

埼
玉
県
伊
豆
潮
風
館

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
の
保
養
施

設
で
す
。
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

場　
埼
玉
県
伊
豆
潮
風
館

（
静
岡
県
伊
東
市
富
戸
字
先
原

１
３
１
７

－

８
９
）

対　
県
民

申
・
問　
伊
豆
潮
風
館 

 

０
５
５
７

－

５
１

－

１
５
０
4

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
資
格

確
認
書
・
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

の
方
に
、
い
ず
れ
か
を
７
月
中
に

送
付
し
ま
す
。

有
効
期
限
▼
令
和
９
年
７
月
３１
日

有
効
期
限
切
れ
の
資
格
確
認
書
は
、

細
か
く
裁
断
し
て
処
分
し
て
く
だ

さ
い
。

問　
保
険
医
療
課 

 

２
１
７
５

熱中症による重大な健康被害が発生する恐れ
がある場合に、危険な暑さへの注意と熱中症
予防行動を呼びかけるものです。
アラートが発表されたら、当日の 10時に町の
防災無線などでお知らせします。

　クーリングシェルター

　まちのクールオアシス

熱中症特別警戒アラートが発表されると、クーリングシェルター
（指定暑熱避難施設）を開放します。
町内のクーリングシェルター指定施設
⃝伊奈町役場　　　　　⃝ウエルシア薬局伊奈栄店（調剤薬局）
⃝総合センター　　　　⃝ウエルシア薬局伊奈町役場前店（調剤薬局）
⃝ゆめくる　　　　　　⃝伊奈寿郵便局
⃝けんかつ　　　　　　⃝伊奈小室郵便局
※最新の指定施設は、町ホームページをご覧ください

夏季外出時は、冷房設備がある一時休息所を上手に活用しましょう。
町内公共施設（４か所）
⃝伊奈町役場　　　　　⃝ゆめくる
⃝総合センター　　　　⃝図書館
※民間協力施設の一覧は、町ホームページをご覧ください

  熱中症特別警戒アラート  熱中症特別警戒アラート

・不要不急の外出を控え、涼しい環境で過ごす
・こまめな休憩や水分、塩分を補給する
・周囲の方へ注意を促す

熱中症特別警戒アラートが発表されたら

まちのクールオアシスはまちのクールオアシスは
このマークが目印ですこのマークが目印です

利用注意点
⃝�指定施設の開館している日時と指定
した場所のみ利用可

⃝飲み物などは自身で用意
⃝各施設のルールに基づいて利用

クーリングシェルターはクーリングシェルターは
このマークが目印ですこのマークが目印です

誰もが分け隔てなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指しています。

  不当な差別的取扱いの禁止
行政機関や事業者は、障がいを理由に正当な理由なく
サービスの提供を拒否、制限してはいけません。
•店や施設利用を断ること
•アパートなどの契約を断ること
•説明会やシンポジウムなどへの出席を断ること　など

  合理的配慮の提供
行政機関や事業者は、障がいのある方から何らかの配慮
を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲でご協
力をお願いします。
•筆談
•文書の読みあげ
•ゆっくりと丁寧な説明　など

  一般の方も理解を深めましょう
障害者差別解消法は、一般の人への義務や罰則はありま
せんが、すべての人が障がい者への理解を深め、笑顔の
あるまちにするために、地域の中で助け合いましょう。
•電車やバスなどの優先席を譲る
•�街中や店内に身体障害者補助犬（盲導犬や介助犬、聴
導犬）がいても、触れたり食べ物を与えたりせずにそっ
と見守る

詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。

問　社会福祉課   ２122

障害者差別解消法障害者差別解消法ご存じですか？

　健康増進課  720－5000

2026 年 7月号　広報いな15 14広報いな　2026年 7月号

伊奈町役場
721‐2111（代）

…内容
…持ち物
…講師

…日時 …場所 …対象 …定員
…費用・参加費（記載のないものは無料）
…申込 …問合せ タウン情報




